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Ⅲ．シンガポール 
 
１．商標法の動向等 
 
 シンガポールでは、2000 年 10 月 31 日からマドリッド協定議定書（以下、「議定

書」という。）が発効している。 
 
 シンガポールでは、国内法として、シンガポール商標法（以下、「商標法」という。）

（1999 年 1 月 15 日施行）が存在する。また、国内の商標登録出願の取扱いについて

規定したシンガポール商標規則（以下、「商標規則」という。）が存在する。 
 
 シンガポールを領域指定した国際登録出願の取扱いについては、商標規則とは別に、

シンガポール商標国際登録規則（以下、「商標国際登録規則」という。）が存在する（商

標法 54 条）。 
 
 いずれも、英文については、シンガポール政府が提供する Singapore Statutes 
Online1から、日本語訳については、日本国特許庁が提供する諸外国の法令・条約等

のウェブサイト 2から閲覧することができる。 
 
 
２．商標等の定義 
 
 商標（trade mark）とは、図形的に表示（being represented graphically）するこ

とができ、かつ、ある者が業として取り扱う又は提供する商品又は役務（「サービス」

を意味する。以下、同様とする。）と、その他の者が同様に取り扱う又は提供する商品

又は役務とを区別することができる標章をいう（商標法 2 条(1)）。 
 ここで、標章とは、文字、単語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベ

ル、値札、形状、色、包装の外観又はこれらの組合せを含む概念である（商標法 2 条

(1)）。 
 
 シンガポールにおける国際商標（international trade mark (Singapore)）とは、マ

ドリッド議定書に基づきシンガポールにおいて保護を与えられている商標又は大臣

                                                   
1 Singapore Statutes Online (シンガポール政府): https://sso.agc.gov.sg/ (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
2 諸外国の法令・条約等 (日本国特許庁): https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm (アクセス確

認: 2019 年 1 月 17 日) 

https://sso.agc.gov.sg/
https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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がシンガポールにおける国際商標として定める商標をいう（商標法 2 条(1)）。 
 
 団体標章（collective marks）とは、団体の構成員が業として取り扱う又は提供する

商品又は役務に関して、当該商品又は役務と、団体の構成員でない者が同様に取り扱

う又は提供する商品又は役務とを区別するために使用される又は使用されることを

意図する標章をいう（商標法 2 条(1)、同 60 条(1)）。 
 
 証明標章（certification marks）とは、次の商品又は役務、すなわち、(a) 業として

取り扱われる又は提供されるもの、及び、(b) 原産地、材料、商品の製造方法又は役

務の履行方法、品質、精度その他の特徴に関して証明標章の所有者が証明したものを、

業として取り扱われ又は提供されたが同様に証明されていないその他の商品又は役

務と区別するために用いる又は用いることを意図する標章をいう（商標法 2 条(1)、同

61 条(1)）。 
 
 
３．出願時の留意点（方式要件等） 
 
 国際登録出願においてシンガポールを領域指定する場合、次の点に留意する。 
 
（１）保護の対象となる標章 
  シンガポールでは、保証標章（guarantee marks）以外の標章が、保護され得る。 
 
（２）標章の説明に関する要件 
  標章が、立体標章（3D marks）、包装の外観（aspect of packaging）、色彩のみ

からなる標章（color marks）、音響標章（sound marks）、動き標章（movement 
marks）、ホログラム（holograms）の場合は、その標章の説明を記載しなければな

らない。 
 
  特に、次の標章については、個々の要件に留意する。 
  ・標章が立体標章又はホログラムの場合は、その標章の全ての特徴が明確となる

ように、様々な角度からの描写が求められる。 
  ・標章が音響標章の場合は、当該標章についての説明を記載しなければならない 3。

なお、当該記載が不十分であると審査官が判断した場合、暫定的拒絶通報がな

                                                   
3 音響標章についての説明は、MM2(E)第 9 欄(e)にて行う。 
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される。また、音響標章の場合、シンガポール知的財産庁（IPOS）に対して、

音響データを提出する必要がある。音響データについては、暫定的拒絶通報へ

の応答の際に提出することができるが、暫定的拒絶通報がなされる前に、名義

人が自発的に提出することも可能である 4。 
  ・標章が色彩のみからなる標章の場合は、色彩についての説明を記載しなければ

ならない 5。また、色彩のみからなる標章が、2 色以上から構成されている場

合は、各色の全体のバランスについても説明する必要がある。なお、国際的に

認知されているカラーコード表による色の指定は、義務ではないが、推奨され

ている。 
  ・標章が動き標章の場合は、標章が、①標章の使用状態に対応した順序による一

連の静止画像群及び②当該静止画像群によって表現される標章の性質を説明

する記載によって、表現されていなければならない 6。 
 
（３）団体標章及び証明標章に関する追加的要件 
  国際登録出願の名義人（以下、「名義人」という。）は、団体標章（collective marks）

出願又は証明標章（certification marks）出願を行う場合、当該国際登録出願の出

願日から 9 月以内に、書式 TM107及び標章の使用を規定する規則を、所定の手数

料（1 出願当たり 340 シンガポールドル 8）とともに提出しなければならない（商

標規則 63(a)(b)、商標法附則 1.6(2)、附則 2.7 (2)）。 
  当該規則については、英語で提出される必要がある。なお、要約の提出のみでは

要件を満たすとは判断されず、当該規則の全文についての英訳が求められる 9。 
 
  出願後に当該規則が修正された場合、名義人は、再度、TM10 及び修正後の規則

の写しを、所定の手数料（70 シンガポールドル）とともに提出しなければならない

（商標規則 64(1)(2)、同 66(1)(2)）。なお、当該提出の効力は、審査官により認めら

れるまでは、生じない（商標法附則 1.10(1)）。 
  

                                                   
4 現地代理人から得た情報に基づき、作成 
5 色彩についての説明は、MM2(E)第 8 欄及び/又は第 9 欄(e)にて行う。 
6 標章が動き標章の場合の説明は、MM2(E)第 9 欄(e)にて行う。 
7 FORM TM10: Filing or Amendment of Regulations Governing the use of a Collective Mark or Certification 

Mark 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm10---

otc.doc?sfvrsn=2 (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
8 IPOS Trade Mark Resources: Forms & Fees → TM10 
  https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
9 現地代理人から得た情報に基づき、作成 

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm10---otc.doc?sfvrsn=2
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm10---otc.doc?sfvrsn=2
https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark
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（４）分類 
  シンガポール知的財産庁（ IPOS）では、現行のニース国際分類（Nice 

Classification）が適用されている。 
  また、シンガポール知的財産庁（IPOS）では、ニース国際分類の類見出し（Class 

Headings）について、第 45 類「個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社

会的サービス（personal and social services rendered by others to meet the needs 
of individuals）」を除く、全ての類見出しを認めている。 

  なお、分類の詳細について、シンガポール知的財産庁（ IPOS）は、

CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES10を提供している。 
  また、許容される指定商品及び指定役務の用語については、WIPO 国際事務局が

提供する Madrid Goods and Services Manager（MGS）11にて確認することがで

きる。 
 
（５）標章の使用意思 
  シンガポールにおいては、標章の使用意思が求められる。名義人は、国際登録出

願願書（様式 MM2(E)12）又は事後指定（様式 MM4(E)13）にて指定された情報を

提供する必要がある 14。 
 
（６）文字 
  標章が、ローマ字以外の文字又は英語以外の言語による単数又は複数の語を含む

又はそれらから構成されている場合、名義人は、審査官から以下の事項を要求され

る可能性がある（商標国際登録規則 11(2A)）。 
・当該用語についての英語の翻訳（English translation）及び／又は音訳

（transliteration）の提出（商標国際登録規則 11(2A)(a)） 
・翻訳又は音訳に関して、当該用語が属する言語の表示（商標国際登録規則

11(2A)(b)） 
  

                                                   
10 CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_18-

icgs_aug2018.pdf (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
11 MGS(WIPO): https://webaccess.wipo.int/mgs/ (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
12 MM2(E): APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION GOVERNED EXCLUSIVELY BY 

THE MADRID PROTOCOL https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2-
editable1.pdf (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 

13 MM4(E): DESIGNATION SUBSEQUENT TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION 
  https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm4-editable1.pdf (アクセス確認: 

2019 年 1 月 17 日) 
14 様式 MM2(E)又は MM4(E)において、指定締約国欄にチェックすることで、使用する意思を宣言することに

なる。 

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_18-icgs_aug2018.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_18-icgs_aug2018.pdf
https://webaccess.wipo.int/mgs/
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2-editable1.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2-editable1.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm4-editable1.pdf
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（７）国籍 
  シンガポールにおいては、実務上、名義人の国籍についての記載が求められ

る 15。なお、当該記載が不十分であると審査官が判断した場合、暫定的拒絶通報

がなされる場合がある 16。 
  

                                                   
15 国籍についての記載は、MM2(E)第 2 欄(f)にて行う(現地代理人から得た情報)。 
16 現地代理人から得た情報に基づき、作成 
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４．審査 
 
（１）実体審査の概略 
  シンガポール知的財産庁（IPOS）における実体審査の概略は、次のとおりであ

る。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※注: R16(1)・・標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則（以下、「議定書

共通規則」という。）16(1)の例外適用あり 
 
※  R17(1)・・議定書共通規則 17(1) 
   R18bis・・議定書共通規則 18 の 2 
   R18ter(1)(2)(3)・・議定書共通規則 18 の 3(1)(2)(3) 
  

暫定的拒絶通報 
（R17(1)） 

異議申立人 

拒絶の決定 

（領域指定の通知 
 から 18 か月以内） 

公告 

異議申立て 異
議
手
続 

異議決定 

（異議申立ては、公 
 告から 2 か月以内） 

裁判所の判断 

暫定的拒絶通報 
（R17(1)） 

訴えの提起 

応答 

名義人 

実
体
審
査 

国際登録の出願 
（事後指定含む） 

WIPO 国際事務局 

国際登録の領域指

定の通知 

応答 

保護の確定（R18ter(1)(2)） 

拒絶の確定（R18ter(3)） 

（領域指定の通知から 
 原則 18 か月以内）*注 

訴えの提起 

設定登録 

中間ステータスの 
通知（R18bis） 
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  シンガポール知的財産庁（IPOS）は、WIPO 国際事務局からシンガポールを指

定する国際登録の通知を受領した場合、当該国際登録が仮に国内法に基づく国内出

願として出願されていたのであれば、商標法及び商標規則に定める登録要件（以

下、「商標国際登録規則 5 の要件 17」という。）を満たすか否かについて、審査を行

う（商標国際登録規則 11(1)、同 5(1)(2)）。なお、原則として、商標規則の所定の規

定が準用又は適用される（商標国際登録規則 34）。 
 
  審査官は、先の商標についての調査を、自己が必要と認める範囲において行うこ

とができる（商標国際登録規則 11(2)）。 
 
  審査官は、国際登録が、商標国際登録規則 5 の要件を満たしていない又は指定商

品等の一部についてのみ満たしていると認める場合には、WIPO 国際事務局へ暫定

的拒絶通報を行う（商標国際登録規則 11(3)）。なお、暫定的拒絶通報においては、

名義人に対し、意見陳述を行うことのできる期間 18が定められる（商標国際登録規

則 11(4)）。 
 
  審査官は、国際登録が、その全部又は指定商品等の一部について商標国際登録規

則 5 の要件を満たしていると判断した場合は、国際登録の詳細を商標公報（Trade 
Marks eJOURNAL）に公告する（商標国際登録規則 12）。なお、商標公報は、シ

ンガポール知的財産庁（IPOS）が提供する IP2SG19からダウンロードすることが

できる。 
 
  なお、実体審査（商標国際登録規則 5 の要件の審査）の終了後、シンガポール知

的財産庁（IPOS）は、WIPO 国際事務局に対し、当該国際登録の中間ステータス

（Interim Status）を通知する（議定書共通規則 18 の 2） 
 
  公告後、何人も当該公告から 2 か月以内に異議申立てを行うことができる（商標

国際登録規則 13(1)）。 
 
  審査官は、異議申立てがなされた場合には、公告から 5 か月以内に WIPO 国際

事務局に対し、異議申立てに関する事項を記載した暫定的拒絶通報を行う（商標国

際登録規則 13(6)）。  
                                                   
17 詳細は、本報告書「Ⅲ.シンガポール 4.審査(2) 審査内容」を参照 
18 詳細は、本報告書「Ⅲ.シンガポール 4.審査(4) 暫定的拒絶通報の期間」を参照 
19 IP2SG(IPOS): Trade Marks eJOURNAL 
  https://www.ip2.sg/RPS/WP/Publications/TradeMarks.aspx (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 

https://www.ip2.sg/RPS/WP/Publications/TradeMarks.aspx
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  暫定的拒絶通報が、シンガポール知的財産庁（IPOS）から WIPO 国際事務局に

対し所定の期間内に行われなかった場合又は暫定的拒絶通報が撤回された場合に

は、当該国際登録はシンガポールにおいて保護される（商標国際登録規則

17(1)(a)(i)(ii)(iv)、同(b)）。 
 
  暫定的拒絶通報が指定商品等の一部のみに行われ、かつ、名義人が応答期間内に

意見陳述を行わない等 20の場合、拒絶されていない指定商品等については、シンガ

ポールにおいて保護される（商標国際登録規則 17(1)(a)(iii)）。 
 
  国際登録の領域指定について、一度も暫定的拒絶通報が行われないまま保護が確

定した場合、シンガポール知的財産庁（IPOS）は、WIPO 国際事務局に当該国際

登録の領域指定について保護が認められた旨、通報する（議定書共通規則 18 の

3(1)21、商標国際登録規則 32）。なお、WIPO 国際事務局は、当該通知を記録する

とともに、名義人に通知する。 
 
  シンガポール知的財産庁（IPOS）は、拒絶にかかる手続が完了した場合、当該国

際登録の領域指定の保護が、全ての商品及び役務について拒絶されるか、全ての商

品及び役務について保護されるか、又は一部の商品及び役務について保護されるか

を通知する（議定書共通規則 18 の 3(2)(3)、商標国際登録規則 32）。なお、WIPO
国際事務局は、当該通知を記録するとともに、名義人に通知する。 

 
（２）審査内容 
  シンガポール知的財産庁（IPOS）は、商標国際登録規則 5 の要件として、国際

登録が絶対的拒絶理由（商標法 7 条）又は相対的拒絶理由（商標法 8 条）に該当す

るか否かについての審査を行う（商標国際登録規則 11(1)）。 
 
 ①絶対的拒絶理由（商標法 7 条） 

（A） 次のものは、登録されない（商標法 7 条(1)）。 
・商標（trade mark）の定義（商標法 2 条(1)）の要件を満たさない標章

（商標法 7 条(1)(a)） 

                                                   
20 詳細は、本報告書「Ⅲ.シンガポール 4.審査(3) 暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語）」を参

照 
21 議定書共通規則 18 の 3(1)に基づく通知の発出については、マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の

国際登録に関するガイド(平成 30 年版)(日本語仮訳)(日本国特許庁): パートＢ第Ⅱ章:国際手続 26.01、26.02
及び 26.06 参照 

  https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/document/mpro_guide/part_b2.pdf (アクセス確認: 
2019 年 2 月 27 日) 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/document/mpro_guide/part_b2.pdf
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・識別性のある特徴を欠く商標（商標法 7 条(1)(b)） 
・取引において種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製造若し

くは役務の提供の時期又は商品若しくは役務のその他の特徴を示す役

目を果たす標章又は表示で専ら構成される商標（商標法 7 条(1)(c)） 
・通常の言語において又は善良かつ確立した取引慣習において、慣例とな

った標識又は表示のみで構成されている商標（商標法 7 条(1)(d)） 
 

 なお、出願前に行われた使用の結果、識別性のある特徴を実際に取得して

いた場合は、上記商標法 7 条(1)(b)(c)(d)に該当する場合であっても、登録は

拒絶されない（商標法 7 条(2)）。 
 ただし、商標法 7 条(2)に該当する場合であっても、後述の商標法 7 条(7)(8)
に該当する場合（商標がぶどう酒又は蒸留酒に関する地理的表示を含む場合

等）、登録は拒絶される（商標法 7 条(7)）。 
 
（B） 標章が、専ら次で構成される場合は、商標として登録されない（商標法 7

条(3)）。 
・商品自体の性質に起因する形状（商標法 7 条(3)(a)） 
・技術的成果を得るために必要な商品の形状（商標法 7 条(3)(b)） 
・商品に実質的な価値を与える形状（商標法 7 条(3)(c)） 

 
（C） 商標が、次の場合は、登録されない（商標法 7 条(4)）。 

・公序良俗又は道徳に反する場合（商標法 7 条(4)(a)） 
・公衆を欺瞞するような性質のもの（例えば、商品若しくは役務の性質、

品質若しくは原産地に関して）（商標法 7 条(4)(b)） 
 
（D） 商標は、その使用がシンガポールにおいて成文法又は法の支配により禁

じられる場合、若しくは禁じられる範囲に及ぶ場合、登録されない（商標法

7 条(5)）。 
 
（E） 商標は、その出願が悪意（bad faith）でなされた場合、若しくは悪意で

なされた範囲に及ぶ場合、登録されない（商標法 7 条(6)）。 
 
（F） 商標は、商標がぶどう酒又は蒸留酒に関する地理的表示を含み又はこれで

構成され、地理的表示が示す場所が原産地でないぶどう酒又は蒸留酒との関

連で使用されている又は使用を意図されている場合は、登録されない（商標
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法 7 条(7)）。 
 

 商標法 7 条(7)は、商標が場合によりぶどう酒又は蒸留酒の真正の原産地の

表示、又は種類、型、様式、模造品、その他の表現を有する又はこれらを伴

うか否かにかかわらず、かつ、地理的表示が当該商標において表現された言

語とは無関係に、適用される（商標法 7 条(8)）。 
 なお、当該商標について、次のいずれかの期日前に出願が善意でなされた、

又は名義人等が商標を業として引き続き使用した場合は、商標法 7 条(7)によ

り登録を拒絶されることはない（商標法 7 条(9)）。 
・1999 年 1 月 15 日前（商標法 7 条(9)(a)） 
・該当する地理的表示がその原産国において保護される前（商標法 7 条

(9)(b)） 
 
 また、該当する地理的表示が、その原産国において保護されなくなった場

合又は不使用となった場合についても、商標法 7 条(7)により登録を拒絶され

ることはない（商標法 7 条(10)）。 
 
（G） 商標は、商標法 56 条及び 57 条に定める以下の場合は、登録されない（商

標法 7 条(11)）。 
・パリ条約同盟国の国旗（当該国の管轄当局の許可を得ている場合及び利

用方法が許可を要しないと認められる場合を除く）からなり、又はこれ

を含む商標（56 条(1)） 
・パリ条約及び TRIPS 協定同盟国の紋章その他の国の記章（当該国の管

轄当局の許可を得ている場合を除く）からなり、又はこれを含む商標

（56 条(2)） 
・パリ条約及び TRIPS 協定同盟国の政府又は地方公共団体の監督用又は

証明用の記号・署名又は印章からなり、又はこれらを含む商標であって、

その記号・署名又は印章が用いられるのと同一又は類似の商品又は役務

に使用するもの（模倣を含むが、同意を得ている場合を除く）（56 条(3)） 
・パリ条約又は TRIPS 協定同盟国が加盟している国際政府間組織の紋章、

旗その他の記章又は名称及びその略称（模倣を含むが、同意を得ている

場合、紋章等と国際機関の関係を公衆に示唆しない場合、名義人と国際

機関の関係の存在について公衆に誤認させない場合を除く）からなり、

又はこれを含む商標（商標法 57 条(1)(2)） 
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（H） 商標は、大臣が定めた規則（商標法 7 条(12)）に反する等の以下の場合、

登録されない（商標法 7 条(13)）。 
・大統領の表示又はその紛らわしい模倣で構成される又は含む商標（商標

規則 11）。 
・次のもので構成される又は次のものを含む商標（同意を与える権利を有

する者等から同意を得ている場合を除く）（商標規則 12） 
－シンガポール共和国の紋章、大統領の紋章、王室若しくは陛下の紋章、

頂飾、徴章若しくは記章又は前記のいずれかと誤認のおそれがある程

に酷似している図形の表示（商標規則 12(a)） 
－王室若しくは陛下の王冠又はシンガポール共和国の旗章又は王室若

しくは陛下の旗章の表示（商標規則 12(b)） 
－「王室の（Royal）」、「陛下の（Imperial）」、「大統領の（Presidential）」
若しくは「シンガポール政府（Singapore Government）」の語又は出

願人が王室、陛下、大統領若しくはシンガポール政府の愛顧若しくは

許可を得たことがあるか若しくは最近得ていると人々に思わせるよ

うな方法で使用される語、文字若しくは図形で、そのような事情があ

るか否かは問わない。（商標規則 12(c)） 
－「赤十字（Red Cross）」若しくは「ジュネーブ十字（Geneva Cross）」
の語、ジュネーブ十字若しくは赤十字の表示、スイス連邦国旗の赤地

に白若しくは赤地に銀の十字の表示又は前記の何れかと類似する表

示（商標規則 12(d)） 
－「アンザック（ANAZC）」の語（商標規則 12(e)） 

・いずれかの国、居住地、市、自治都市、町、地方、会、法人、政府組織、

法定の委員会、協会又は人物の名称、頭文字、徴章、記章、階級章、装

飾、旗章又は図形（同意を得ている場合を除く）からなり、又はこれを

含む商標（商標規則 13(1)） 
・人物名又はその表示（the name or representation of any person）（本

人の同意を得ている場合又は最近死亡した者の場合はその者の法定代

理人の同意を得ている場合又は同意を得ることが不可能又は非現実的

であることを審査官が納得した場合を除く）からなり、又はこれを含む

商標（商標規則 14(1)） 
 
 ②相対的拒絶理由（商標法 8 条） 

（A） 商標が先の商標と同一であり、商標登録が求められる商品又は役務が、先

の商標の保護の対象である商品又は役務と同一である場合、当該商標は登録
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されない（商標法 8 条(1)）。 
 

（B） 次のことを理由に、公衆に混同を生じさせるおそれがある場合は、商標は

登録されない（商標法 8 条(2)）。 
・商標が先の商標と同一であり、先の商標の保護の対象である商品又は役

務と類似する商品又は役務について登録しようとすること（商標法 8 条

(2)(a)） 
・商標が先の商標と類似しており、先の商標の保護の対象である商品又は

役務と同一又は類似の商品又は役務について登録しようとすること（商

標法 8 条(2)(b)） 
 

（C） 2004 年 7 月 1 日以降 22になされた出願については、商標の全体又は要部

がシンガポールにおいて広く知られている（well known）先の商標と同一

又は類似しており、後の商標が指定商品又は役務について登録されると、(i)
当該商品及び役務と先の商標の商標権者との結びつきを示し、先の商標の商

標権者の利益を害するおそれがある場合、又は(ii)先の商標がシンガポール

において著名であり、不公正な方法により先の商標の識別性の希釈化が生じ、

又は先の商標の識別性から不当な利益を得ることとなる場合には、後の商標

は、登録されない（商標法 8 条(4)）。 
 ただし、先の商標がシンガポールにて広く知られるようになる以前に出願

されていた場合には、悪意で出願された場合を除き、登録され得る（商標法

8 条(5)）。 
 なお、商標の出願が悪意によるものか否かについて判断する際には、名義

人が、出願時に先の商標の存在を知っている又はそう信じる理由があるか否

かが考慮される（商標法 8 条(6)）。 
 
（D） 次の理由によりシンガポールにおいて禁止された場合若しくは禁止され

た範囲に及んで、当該商標は登録されない（商標法 8 条(7)）。 
・未登録商標又はその他の標章を業として使用することを保護する法規

                                                   
22 出願が 2004 年 7 月 1 日より前になされた場合には、以下の商標法 8 条(3)の要件により判断される。 
 ・商標が先の商標と同一又は類似のものであり、かつ先の商標の保護の対象である商品又は役務とは類似しな

い商品又は役務について登録しようとする後の商標は、次の場合には登録されない(商標法 8 条(3))。 
 ・先の商標がシンガポールで周知である場合(商標法 8 条(3)(i)) 
 ・後の商標の登録を求める商品又は役務に関する後の商標の使用が、その商品又は役務と先の商標の所有者と

の関係を示すと思われる場合(商標法 8 条(3)(ii)) 
 ・当該使用を理由に、公衆の側に混同を生じるおそれがある場合(商標法 8 条(3)(iii)) 
 ・先の商標の所有者の利益が当該使用により損なわれるおそれがある場合(商標法 8 条(3)(vi)) 
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範（特に詐称通用の法律）による場合（商標法 8 条(7)(a)） 
・商標法 8 条(1)、(2)、(3)及び(7)(a)にいうもの以外の先の権利による場

合、特に著作権法及びその他の意匠の保護に係る法律による場合（商標

法 8 条(7)(b)） 
 
 なお、相対的拒絶理由が存在する場合であっても、先の登録商標又は他の先

の権利の所有者の同意がある場合、審査官は、自己の裁量で当該商標を登録す

ることができる（商標法 8 条(9)）。 
 
 
（３）暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語） 
  暫定的拒絶通報には、シンガポールを領域指定した国際登録出願の全体に対して

行われる全部拒絶と、シンガポールを領域指定した国際登録出願の一部（例えば、

一部の指定商品又は指定役務）に対して行われる一部拒絶が存在する。 
 
  暫定的拒絶通報が指定商品等の一部に対してのみ行われ、かつ、以下に該当する

場合、拒絶されていない指定商品等については、シンガポールにおいて保護される

（商標国際登録規則 17(1)(a)(iii)）。 
 ・意見書提出期間内（商標国際登録規則 11(4)）に名義人が意見陳述を行わない場

合 
 ・答弁書提出期間内（商標国際登録規則 14(1)）に答弁書を提出しない場合 
 ・名義人が当該意見陳述をなす若しくは答弁書を提出することを意図しない旨を

審査官に通知した場合 
 
  なお、暫定的拒絶通報（議定書共通規則 17）は、英語で行われる。 
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 暫定的拒絶通報の例は、次のとおりである 23。 
 

 

                                                   
23 名義人を特定可能な情報については、修正処理を行った。 

・応答時の参照情報等 

・WIPO 国際事務局の名称、 
 担当部門の名称、住所 

・マドリッド協

定議定書に基

づく国際登録

についての暫

定的拒絶の通

報である旨の

表示 
・国際登録番号 

・名義人名 

・シンガポール出願番号 
・区分 

・該当する拒絶

理由の説明 
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・IPOS の名称、 
 住所、電話、FAX、

ホームページア

ドレス 

・拒絶対象の 
 指定商品等 

・再審査の

請求 

・応答期間

の 延 長

請求 

・（ 続 き ） 

該当する

拒絶理由

の説明 
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・応答期限 

・書式及び

費用 

・担当審査官の 
 氏名及び役職 

・回復の

請求 

・異議申立てによる

更なる拒絶通報の
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・シンガポール商標法等の

規定 
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（４）暫定的拒絶通報の期間 
  暫定的拒絶通報に対する名義人の応答期間は、暫定的拒絶通報に記載されるが

（商標国際登録規則 11(4)）、通常、当該通報の日から 4 か月である。なお、当該応

答期間は、シンガポール知的財産庁（IPOS）が暫定的拒絶通報を宣言した日から起

算される 24。 
 
  名義人は、当該応答期間について、期間の延長を求めることができる。延長請求

を行う場合、名義人は、応答期間が満了する前に、書式 CM525を提出する必要があ

る（商標国際登録規則 11(5)）。また、初回又は 2 度目までの延長請求に関しては、

手数料は不要であるが、3 度目以降の延長請求に関しては、都度、50 シンガポール

ドルの支払いが求められる 26。なお、名義人は、当該延長請求に際し、現地代理人

を選任する必要はない。 
 
 
５．暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続 
 
（１）現地代理人の必要性の有無 
  名義人は、暫定的拒絶通報への応答のため、現地代理人を選任する必要はない。 
 
  名義人は、シンガポール知的財産庁（IPOS）からの連絡等を受け取るためのシン

ガポール国内の住所を記録するため、暫定的拒絶通報への応答の際、書式 CM127を

添付する必要がある。なお、書式 CM1 は、英語で記載される必要があるが、手数

料の支払いは不要である。 
  

                                                   
24 Work Manual Version1(IPOS, November 2015): 14 頁「8. PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION 

OF INTERNATIONAL REGISTRATION / SUBSEQUENT DESIGNATION DESIGNATING 
SINGAPORE」 

  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_19-
international-registration_nov2015.pdf (アクセス確認: 2019 年 2 月 25 日)の下記記載に基づき、作成 

 「The four-month deadline is calculated from the date of the Provisional Refusal.」 
25 FORM CM5: Request for Extension of Time 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/form-cm5---

otcb6861877c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
26 IPOS Trade Mark Resources: Forms & Fees → CM5 
  https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
27 FORM CM1: Request to Appoint, Change or Remove Agent 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/formcm1-

otc8d741977c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_19-international-registration_nov2015.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_19-international-registration_nov2015.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/form-cm5---otcb6861877c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/form-cm5---otcb6861877c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/formcm1-otc8d741977c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/formcm1-otc8d741977c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
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（２）暫定的拒絶通報に対し直接応答しない場合又は直接応答後も拒絶理由が解消し

ない場合の拒絶確定までの概略 
 ①暫定的拒絶の通報に応答しない場合 
  暫定的拒絶通報の応答期間（延長期間を含む）内に、名義人が暫定的拒絶通報に

応答しない場合、当該国際登録の領域指定の保護請求は取り下げられたものとみな

される（商標法 12 条(4A)）。 
 
  暫定的拒絶通報が指定商品等の一部のみに行われ、かつ、名義人が応答期間内に

意見陳述を行わない等 28の場合、拒絶されていない指定商品等については、シンガ

ポールにおいて保護される（商標国際登録規則１17(1)(a)(iii)）。この場合、国際登

録の領域指定は、国際登録日（事後指定の場合には、事後指定の日）に、登録され

たものとみなされる（商標国際登録規則 17(2)）。 
 
 ②直接応答後も拒絶理由が解消しない場合 
  名義人は、暫定的拒絶通報に応答したが、審査官により商標国際登録規則 5 の要

件を満たさないと判断された場合、国際登録の領域指定の保護は拒絶される（商標

法 12 条(4)、商標国際登録規則 5）。 
 
  審査官の決定については、シンガポール裁判所に訴えを提起することができる

（商標法 75 条(2)(a)）。名義人は、訴えの提起に際し、審査官に対し、決定から 1 か

月以内に審査官に決定の理由を示すよう請求することができる（商標規則 24(6)(a)、
商標国際登録規則 34(1)）。なお、審査官は、請求から 2 か月以内に理由を開示しな

ければならない（商標規則 24(6)(b)、商標国際登録規則 34(1)）。 
 
  拒絶は、次の場合に確定する（商標国際登録規則 16(5)）。 

・審査官又はシンガポール裁判所が、シンガポールにおける保護が請求された指

定商品等の全部又は一部のみについて、拒絶を支持するか否かを決定し、その

決定に対する訴えを提起する権利が満了した又は消尽した場合（商標国際登録

規則 16(5)(a)） 
・意見陳述又は答弁書が取り下げられた場合（商標国際登録規則 16(5)(b)） 
・拒絶に対する手続が中止された又は放棄された場合（商標国際登録規則 16(5)(c)） 

  

                                                   
28 詳細は、本報告書「Ⅲ.シンガポール 4.審査(３) 暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語）」を参

照 
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（３）再審査（review / appeal）の請求 
  暫定的拒絶通報への応答後、名義人は、シンガポール知的財産庁（IPOS）に対し

て再審査（review / appeal）を請求することもできる。 
 
（４）情報提供 
  何人も、シンガポール知的財産庁（IPOS）へ情報提供を行うことができる。情報

提供は、絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由のいずれを理由としてもよく、また、

現地代理人によらずに行うことができる。一方で、法的効力は認められない。 
  なお、情報提供は、英語でなされる必要がある。  
 
（５）その他、留意事項 
  暫定的拒絶通報の応答の際には、以下の点についても留意する。 
  ・WIPO 国際事務局への様式 MM6(E)（商品及び役務の一覧表の減縮に関する記

録の申請）29の提出のみでは、応答としては不十分であると判断される可能性

がある。そのため、様式 MM6(E)を提出した旨を審査官に通知しておくことが

望ましい 30。 
 
 
６．拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 
 
 審査官は、国際登録が、その全部又は指定商品等の一部について商標国際登録規則

5 の要件を満たしていると判断した場合は、国際登録の詳細を商標公報（Trade Marks 
eJOURNAL）に公告する（商標国際登録規則 12）。なお、商標公報は、シンガポール

知的財産庁（IPOS）が提供する IP2SG31からダウンロードすることができる。 
 
 公告後、何人も当該公告から 2 か月以内に異議申立てを行うことができる（商標国

際登録規則 13(1)）。 
 
 異議申立てがなされた場合、審査官は、公告から 5 か月以内に、WIPO 国際事務局

に対して異議申立てに関する事項を記載した暫定的拒絶通報を行う（商標国際登録規

                                                   
29 MM6(E): REQUEST FOR THE RECORDING OF A LIMITATION OF THE LIST OF GOODS AND 

SERVICES 
  https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm6-editable1.pdf (アクセス確認: 

2019 年 1 月 17 日) 
30 現地代理人から得た情報に基づき、作成 
31 IP2SG: Trade Marks eJOURNAL 
  https://www.ip2.sg/RPS/WP/Publications/TradeMarks.aspx (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm6-editable1.pdf
https://www.ip2.sg/RPS/WP/Publications/TradeMarks.aspx
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則 13(6)、議定書共通規則 17(1)）。 
 
 名義人による意見の陳述等により拒絶理由が解消し、暫定的拒絶通報が撤回された

場合、又は拒絶理由が存在せず暫定的拒絶通報が行われなかった場合、国際登録は、

領域指定したシンガポールにおいて保護される（商標国際登録規則 17(1)(a)(i)(ii)(iv)、
同(b)）。 
 
 
７．登録 
 
（１）登録簿 
 出願が認容され、異議申立てが所定の期間（商標法 13 条(2)）内になされない場

合、商標は登録される（商標法 15 条(1)）。 
 
 国内法に基づく出願の場合、登録出願日が登録日とみなされるが（商標法 15 条

(2)）、シンガポールを領域指定した国際登録出願については、国際登録日（事後指

定の場合は、事後指定日）が登録日として取り扱われる（商標国際登録規則 17(2)）。 
 
 商標権の存続期間は、登録日（付与がなされた日）から起算して 10 年間であり

（商標法 18 条(1)）、10 年ごとに更新が可能である（商標法 18 条(2)）。 
 
（２）登録証書の発行 
 シンガポールを領域指定した国際登録出願について、商標権による保護が認めら

れた場合であっても、シンガポール知的財産庁（IPOS）が、登録証書を発行するこ

とはない。なお、シンガポール知的財産庁（IPOS）は、商標権の設定登録後、WIPO
国際事務局に対し、保護認容の声明（議定書共通規則 18 の 3(1)(2)）を送付する 32。 

  

                                                   
32 Work Manual Version1(IPOS, November 2015): 18～19 頁「16.1 Statement of grant of protection where 

no notification of Provisional Refusal has been communicated」 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_19-

international-registration_nov2015.pdf (アクセス確認: 2019 年 2 月 25 日)の下記記載に基づき、作成 
 「With effect from 1 September 2009, an Office which has examined an international registration in which 

it is designated and found no ground for refusal must issue a Statement of Grant of Protection 
(“Statement of Grant”). A Statement of Grant will be issued under this limb only if the mark is registered 
within the 18-month time limit from the date of notification of the international registration / subsequent 
designation. However, the Statement of Grant will not be issued where the mark is registered after the 
18-month time limit as the international registration will be regarded as protected in Singapore.」 

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_19-international-registration_nov2015.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_19-international-registration_nov2015.pdf
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 保護認容の声明の例は、次のとおりである 33。 
 
①議定書共通規則 18 の 3(1)34に基づく、保護認容声明の例 

 
  
                                                   
33 名義人を特定可能な情報については、修正処理を行った。 
34 暫定的拒絶通報がなされることなく、保護が認められた場合の声明 

・WIPO 国際事務局の名称、担当

部門の名称、住所 

・返信時の参照情報等 

・国際登録番号 

・シンガポール出願番号 
・区分 

・名義人名 

・上記区分に

保護が与え

られた旨の

表示 

・優先権主

張による

効果 

・連絡先情報 

・議定書共通規則 18 の 3(1)に基づ

く、保護認容声明である旨の表示 
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・（続き） 
 連絡先情報 
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②議定書共通規則 18 の 3(2)35に基づく、保護認容声明の例 
 

 

                                                   
35 暫定的拒絶通報がなされた後、拒絶理由を解消し、保護が認められた場合の声明 

・〇〇日付の

暫定的拒絶

通報の拒絶

理由が解消

し、保護が

与えられた

旨の表示 

・保護が与え

ら れ た 区

分の確認 
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・（続き） 
 保護が与

え ら れ た

区 分 の 確

認 
 

・標章が、ローマ字

以外の文字等から

なる場合の意味の

表示 
 
* 詳細は、本報告書

「Ⅲ .シンガポー

ル 3.出願時の留意

点(方式要件等) 
 (6)文字」を参照 
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８．登録後の注意事項 
 
（１）不使用等に基づく取消 
 シンガポールにて登録を認められた場合であっても、登録商標は、次の取消理由

に該当する場合、請求により取り消される可能性が存在する（商標法 22 条(1)(5)、
商標国際登録規則 18(1)）。 
 ・登録手続完了日後 5 年以内に、登録された指定商品等について、登録商標が、

商標権者等（商標権者から同意を得て使用する者を含む。以下、同様とする。）

により、業として真正に使用されておらず、その不使用に正当な理由がない場

合（商標法 22 条(1)(a)） 
 ・登録商標の使用が継続して 5 年間にわたって中断し、不使用の正当な理由がな

い場合（商標法 22 条(1)(b)） 
 ・商標権者の作為又は不作為の結果、登録商標が、登録された製品等の取引にお

いて、普通名称となった場合（商標法 22 条(1)(c)） 
 ・登録された商品等について、商標権者等による使用の結果、特に商品等の性質、

品質又は原産地に関して公衆を誤認させるおそれが生じた場合（商標法 22 条

(1)(d)） 
 
 取消理由が登録された指定商品等の一部についてのみ存在する場合は、登録は、

該当する指定商品等についてのみ取り消される（商標法 22 条(6)）、商標国際登録規

則 18(2)(d)）。 
 
 
９．異議 
 
（１）異議申立人としての立場からの留意事項 
 シンガポール知的財産庁（IPOS）による審査の終了後、商標権による保護が与え

られる前に、何人も、異議の申立てを行うことができる（商標国際登録規則 13(1)）。 
 
 異議の申立てに際しては、以下の点に留意する。 
 

 ①申立人適格 
  当該申立ては、何人も行うことができる（商標国際登録規則 13(1)）。 
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 ②異議理由 
  以下のいずれかに該当する場合は、異議理由が存在すると判断される。 
  ・絶対的拒絶理由（商標法 7 条）36に該当する。 
  ・相対的拒絶理由（商標法 8 条）37に該当する。 
 
 ③時期 
  当該申立てについては、商標公報における国際登録の公告日から起算して 2 か月

間可能である（商標国際登録規則 13(1)）。 
 
  異議申立人は、当該申立て期間について、延長（最長で公告日から起算して 4 か

月）を求めることができる（商標国際登録規則 13(4)(5)、商標規則 29(4)）。延長請

求を行う場合、異議申立人は書式 TM4838を提出する必要がある。 
 
  当該延長請求は、以下の内容を含める必要がある（商標国際登録規則 13(4)(5)、

商標規則 29(4)）。 
・期間延長を請求する理由 
・期間延長により影響を受ける者の名称及び住所 
 

  また、延長請求はシンガポール知的財産庁（IPOS）に提出する他、名義人及びそ

の他期間延長により影響を受ける全ての者に対し供しなければならない（商標国際

登録規則 13(4)(5)、商標規則 29(3)(3A)）。 
 
 ④手続 
  当該申立ては、シンガポール知的財産庁（IPOS）に対して行う。申立手続は、英

語で書式 TM1139により行う必要がある（商標国際登録規則 13(1)）。申立てには根

拠となる異議理由の主張を含む必要がある（商標国際登録規則 13(4)(5)、商標規則

30(1)）。 
 
  異議申立人は、シンガポール知的財産庁（IPOS）からの連絡等を受け取るための

                                                   
36 詳細は、本報告書「Ⅲ.シンガポール 4.審査(2)① 絶対的拒絶理由」を参照 
37 詳細は、本報告書「Ⅲ.シンガポール 4.審査(2)② 相対的拒絶理由」を参照 
38 FORM TM48: Request For Extension of Time to File Notice of Opposition 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm48--

-otcfe201a77c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
39 FORM TM11: Notice of Opposition 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm11--

-otcc3201a77c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm48---otcfe201a77c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm48---otcfe201a77c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm11---otcc3201a77c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm11---otcc3201a77c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
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シンガポール国内の住所を上記 TM11 に記載し（商標国際登録規則 13(2)）、所定の

手数料（1 区分ごとに 374 シンガポールドル 40）の支払いを行う必要がある。 
 
（２）名義人としての立場からの留意事項 
 異議申立てがなされた場合、審査官は、公告から 5 か月以内に異議申立てに関する

事項を記載した暫定的拒絶通報を行う（商標国際登録規則 13(6)）。 
 
 名義人は、以下の点に留意する。 
 
 ①時期 
  名義人は、異議申立てに基づく暫定的拒絶通報が行われた日から起算して 4 か月

以内に、当該通報に対して応答する必要がある（商標国際登録規則 14(1)）。 
 
  名義人は、当該応答期間について延長（最長で暫定的拒絶通報が行われた日から

起算して 6 か月）を求めることができる（商標国際登録規則 14(5)）。延長請求を行

う場合、名義人は書式 HC341を提出する必要がある（商標国際登録規則 14(4)(a)）。 
 
  当該延長請求は、以下の内容を含める必要がある（商標国際登録規則 14(4)(b)）。 
 ・延長期間を請求する理由 
 ・期間延長により影響を受ける者の名称及び住所 

 
  また、延長請求に際し、名義人は、申立人及び期間延長により影響を受ける全て

の者に対し、延長請求の写しを供しなければならない（商標国際登録規則 14(4A)）。 
 
  なお、延長請求を行う場合、その内容に応じて所定の手数料 42の支払いを求めら

れる場合がある。 
 
 ②手続 
  名義人は、異議申立てに基づく暫定的拒絶通報への応答のため、現地代理人を選

任する必要はない。  

                                                   
40 IPOS Trade Mark Resources: Forms & Fees → TM11 
  https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
41 FORM HC3: Request for Extension of Time: 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/form-hc3---

otc19791877c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
42 IPOS Trade Mark Resources: Forms & Fees → HC3 
  https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 

https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/form-hc3---otc19791877c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/form-hc3---otc19791877c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark
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  名義人は、シンガポール知的財産庁（IPOS）からの連絡等を受け取るためのシン

ガポール国内の住所を記録するため、暫定的拒絶通報への応答の際、答弁理由

（counter-statement）とともに書式 HC643を提出する必要がある（商標国際登録

規則 14(1)(a)、同(b)）。 
 
  答弁理由には、以下の内容を含まなければならない（商標国際登録規則 14(1)(a)））。 

・シンガポールを領域指定した国際登録を支持する根拠 
・異議申立てにより主張された事実のうち、名義人が認める事実が存在する場合

には、その旨 
 
  書式 HC6 は、英語で記載される必要がある。また、所定の手数料（1 区分ごとに

360 シンガポールドル 44）の支払いが求められる。 
 
 なお、名義人又は異議申立人は、当該申立てによりなされた決定について、シンガ

ポール裁判所に対し訴えを提起することができる。 
 
 
１０．無効手続等 
 
（１）無効手続 
 シンガポールにて登録を認められた商標について、何人も、無効手続を請求するこ

とが可能である（商標法 23 条(1)(3)(5)、商標国際登録規則 18(1)）。 
 
 無効手続に際しては、以下の点に留意する。 
 
 ①請求人適格 
  当該手続は、何人も請求することができる（商標法 23 条(5)）。 
 
 ②無効理由 
  以下のいずれかに該当する場合は、無効理由が存在すると判断される（商標法 23
条）。 

                                                   
43 FORM HC6: Counter-statement 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/form-hc6---

otc79791877c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
44 IPOS Trade Mark Resources: Forms & Fees → HC6 
  https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/form-hc6---otc79791877c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/form-hc6---otc79791877c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark


- 92 - 

  ・絶対的拒絶理由（商標法 7 条）45に該当する場合（商標法 23 条(1)） 
  ・相対的拒絶理由（商標法 8 条）46に該当する場合（商標法 23 条(3)） 
  ・商標登録が詐欺等により得られた場合（商標法 23 条(4)） 
 
 ③時期 
  当該手続については、商標の登録後、原則いつでも請求することができる。なお、

無効理由が、商標法 7 条(7)、同 8 条(3)又は同 8 条(4)に該当する場合、当該期間は

制限される（商標法 23 条(6)47(7)48）。 
 
 ④手続 
  当該手続は、シンガポール知的財産庁（IPOS）又はシンガポール裁判所のいずれ

かに対して行う（商標法 23 条(5)）。 
 
  請求人は、当該請求に際し、シンガポール知的財産庁（IPOS）等に対し、無効理

由に基づく主張とともに書式 TM2849を提出する必要がある（商標規則 57(1)(b)、
商標国際登録規則 18(3)）。また、請求人は、シンガポール知的財産庁（IPOS）への

請求と同時に、書式 TM28 の写しを商標権者に対して提供しなければならない（商

標規則 57(3)、商標国際登録規則 18(3)）。 
 
  なお、代理人（代理権の設定）は必要とはされない。 
 
 ⑤効果 
  当該手続にて、無効と判断された場合、商標権は、その範囲において初めから存

在しなかったものとみなされる（商標法 23 条(10)、商標国際登録規則 18(4)(b)）。
なお、当該効果は、過去となった又は終了した取引については及ばない（商標法 23

                                                   
45 詳細は、本報告書「Ⅲ.シンガポール 4.審査(2)① 絶対的拒絶理由」を参照 
46 詳細は、本報告書「Ⅲ.シンガポール 4.審査(2)② 相対的拒絶理由」を参照 
47 商標法 23 条(6): 第 7 条(7)に違反したという理由で商標登録の無効の宣言を求める申請は、次のうちいずれか

早い方から 5 年の経過後は行ってはならない。(a)登録手続の完了日、又は(b)登録出願人又はその前権利者

による商標の使用がシンガポールにおいて公知となった日。ただし、当該申請人が、商標登録が悪意で出願

されたことを示した場合はその限りでない。 
48 商標法 23 条(7): 第 8 条(3)若しくは(4)に定める条件が適用される先の商標があるという理由による、商標の登

録無効の宣言の請求は、(a)2004 年 7 月 1 日以降 5 年間又は登録手続の完了日から 5 年間のいずれかのうち

遅い日以降には，提出することができない。ただし、宣言の請求人が次を示した場合はその限りではない。

(i)後の商標の登録が悪意で出願されたこと、又は(ii)後の商標が使用されたことがないこと、並びに(b)後の

商標が、先の商標がシンガポールで周知商標になる前に出願された場合は認められない。ただし、宣言の請

求人が後の商標が悪意で出願されたことを示すことができる場合はその限りではない。 
49 FORM TM28: Application for Revocation/Invalidation/Rectification 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm28--

-otce2201a77c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm28---otce2201a77c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm28---otce2201a77c2d0635fa1cdff0000abd271.pdf
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条(10)、商標国際登録規則 18(4)(b)）。 
 
  無効理由が、商標登録がなされた商品又は役務の一部にのみ存在する場合は、該

当する商品等に関してのみ無効が宣告される（商標法 23 条(9)、商標国際登録規則

18(2)(e)）。 
 
 なお、当該無効手続によりなされた決定については、28 日以内に、シンガポール裁

判所に対し訴えを提起することが可能である。 
 
 
１１．権利行使 
 
（１）権利の発生時期、条件 
 商標権は、該当する商標がシンガポール知的財産庁（IPOS）に登録されることで発

生する（商標法 26 条(1)(4)）。 
 
 以下の場合、商標権の侵害に該当する（商標法 27 条(1)(2)(3)）。 
・登録商標所有者の同意なく、取引において、登録商標と同一の標章を、登録商標

の指定商品又は役務と同一の商品又は役務に使用する場合（商標法 27 条(1)） 
・登録商標所有者の同意なく、取引において、(a)登録商標と同一の標章を、登録商

標の指定商品又は役務と類似した商品又は役務に使用し、又は(b)登録商標と類似

の標章を、登録商標の指定商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務に使用し、

公衆に混同を生じるおそれがある場合（商標法 27 条(2)） 
・シンガポールにおいて広く知られている登録商標について、登録商標所有者の同

意なく、取引において、登録商標と同一又は類似の標章を、登録商標の指定商品

又は役務に類似しない商品又は役務に使用し、当該商品及び役務と登録商標所有

者のつながりが示され、公衆に混同を生じるおそれがあり、登録商標所有者の利

益が害されるおそれがある場合（商標法 27 条(3)） 
 
 「使用」とは、(a)商品又は包装に標章を付すること、(b)標章の下に商品の販売の

申し出若しくは展示を行い、市場におき、これらのために保管し、又は役務を提供

する行為、(c)標章の下に商品を輸入し又は輸出する行為、(d)送り状、ワインリスト、

カタログ、業務用書簡、業務用書類、価格表その他の商業用書類等に標章を使用す

ること、(e)標章を広告宣伝に利用することをいう（商標法 27 条(4)）。 
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 なお、商標権者又はその同意を得た者（条件付き若しくはその他）による、シンガ

ポール国内又は国外で市場においた商品に関連する商標の使用によっては、登録商標

の商標権の侵害とはならない（商標法 29 条）。 
 
（２）侵害訴訟の提起（差止請求・損害賠償） 
 商標権者は、侵害訴訟において、次の救済を求めることができる（商標法 31 条(2)）。 
・差止（商標法 31 条(2)(a)） 
・損害賠償（商標法 31 条(2)(b)） 
・利益返還（商標法 31 条(2)(c)） 
・法定賠償（偽造商標に限る）（商標法 31 条(2)(d)、商標法 31 条(5)） 

 
 損害賠償、利益返還、法定賠償は、択一であり、重複して請求することはできない

（商標法 31 条(4)）。ただし、損害賠償請求で考慮されなかった部分についての利益返

還の請求は、可能である（商標法 31 条(3)）。 
 
 偽造商標による侵害の場合には、当該偽造商標が使用された商品又は役務の種類ご

とに 10 万シンガポールドル以下（商標法 31 条(5)(c)(i)）、かつ、実際の損害が 100 万

シンガポールドルを超えていることを証明した場合を除き、総額 100 万シンガポール

ドル以下（商標法 31 条(5)(c)(ii)）の法定賠償を請求することができる（商標法 31 条

(5)）。 
 
 損害額の決定に当たっては、以下の内容が考慮される（商標法 31 条(6)）。 
・登録商標の侵害の凶悪性（商標法 31 条(6)(a)） 
・侵害により原告が受けた又は受けるおそれのある損失（商標法 31 条(6)(b)） 
・侵害により被告に生じたと認められる利益（商標法 31 条(6)(c)） 
・その他の類似の侵害事例を防止する必要性（商標法 31 条(6)(d)）、及び、 
・その他の全ての関連事項（商標法 31 条(6)(e)） 

 
 
１２．マドリッド協定議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い 
 
（１）国際登録による国内登録の代替 
  シンガポールを領域指定した国際登録出願の名義人は、シンガポール知的財産庁

（IPOS）に対し、国際登録による国内登録の代替（replacement）（議定書 4 条の
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2）を求めることができる。名義人は、当該請求を行う際、書式 MP2 50を提出する

必要がある。 
  書式 MP2 は、英語で記載される必要があるが、手数料の支払いは不要である。 
  また、代理人（代理権の設定）も必要ではない。 
  なお、名義人が書式 MP2 により代替を請求した場合、登録簿にその旨が記載さ

れる（商標国際登録規則 26(5)）。 
 
（２）国際登録の国内出願への変更 
  シンガポールを領域指定した国際登録出願の名義人は、国際登録の従属性により

国際登録簿に記録された商品又は役務が取り消された場合（セントラルアタッ

ク 51）、シンガポール知的財産庁（IPOS）に対し、国際登録の国内出願への変更

（transformation）（議定書 9 条の 5）を求めることができる。名義人は、当該請求

を行う際、書式 MP152を提出する必要がある。 
  書式 MP1 は、英語で記載される必要がある。書式 MP1 を提出する場合、名義人

は、所定の手数料（1 区分ごとに 341 シンガポールドル 53）を支払う必要がある。 
  当該手続を行うに際し、代理人（代理権の設定）は必要とはされない。 
  なお、変更を求める国際登録がシンガポールにて既に登録されていた場合、シン

ガポール知的財産庁（IPOS）が、再度の審査及び再度の公開を行うことはない。 
 
 
１３．マドリッド協定議定書に関する宣言 
 
（１）手数料（個別手数料の宣言の有無等） 
  シンガポールでは、個別手数料（individual fee）の支払を受けることを希望する

旨の宣言（議定書 8 条(7)(a)）がなされている。具体的には、名義人は、シンガポー

ルについて領域指定又は事後指定を行う場合、1 区分ごとに 242 スイスフランの個

別手数料の支払いが求められる。また、更新時は、1 区分ごとに 270 スイスフラン

                                                   
50 FORM MP2: REQUEST TO REPLACE SINGAPORE NATIONAL REGISTRATION WITH 

INTERNATIONAL REGISTRATION 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/ipos-forms-in-relation-to-

international-registrations/form-mp2.doc?sfvrsn=2 (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
51 マドリッド協定議定書の制度等に関する質問, 国際登録の従属性(セントラルアタック)について (日本国特許

庁):  
  https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/madopro_qanda.htm#a3-1 (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
52 FORM MP1: REQUEST TO TRANSFORM AN INTERNATIONAL REGISTRATION INTO NATIONAL 

APPLICATION 
  https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/ipos-forms-in-relation-to-

international-registrations/form-mp1.doc?sfvrsn=2 (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
53 IPOS Trade Mark Resources: Forms & Fees → MP1 
  https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/ipos-forms-in-relation-to-international-registrations/form-mp2.doc?sfvrsn=2
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/ipos-forms-in-relation-to-international-registrations/form-mp2.doc?sfvrsn=2
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/madopro_qanda.htm#a3-1
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/ipos-forms-in-relation-to-international-registrations/form-mp1.doc?sfvrsn=2
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/ipos-forms-in-relation-to-international-registrations/form-mp1.doc?sfvrsn=2
https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark
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の個別手数料の支払いが求められる。個別手数料についての最新情報は、WIPO 国

際事務局の Individual Fees under the Madrid Protocol54にて確認することができ

る。 
  なお、シンガポールでは、シンガポール知的財産庁（IPOS）が手数料を徴収等す

ることを認める旨の通報（議定書共通規則 34(2)(b)）もなされている。 
 
（２）暫定的拒絶通報期間（18 か月）に関する宣言 
  シンガポールでは、暫定的拒絶通報の期間を 18 か月とする旨の宣言（議定書 5

条(2)(b)）がなされ、また、当該宣言において、当該期間経過後においても異議申立

ての結果に基づく暫定的拒絶通報が行われることがある旨が明示（議定書 5 条(2)(c)）
されている。 

 
（３）使用意思の宣言 
  シンガポールでは、標章を使用する意思の宣言書を要求する旨の通報（議定書共

通規則 7(2)）がなされている。そのため、名義人は、出願時に標章の使用意思の宣

言を行う必要がある。なお、名義人は、MM2(E)第 11 欄にて、シンガポールを指定

することにより、当該国における使用意思を宣言することができる 55。 
 
（４）ライセンスに関する宣言 
  シンガポールでは、国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言

（議定書共通規則 20 の 2(6)）がなされている。 
 
 
１４．シンガポールの特徴的な制度 
 
（１）連続商標制度 
  シンガポールにおいては、連続商標（要部が類似しており、商標の同一性に実質

的な影響を及ぼさない識別性のない部分のみが相違している複数の商標を一つの

出願として登録する制度をいう。）の登録制度が存在する（商標法 17 条）。 

                                                   
54 WIPO Individual Fees under the Madrid Protocol: 
  http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html (アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日) 
55 MM2(E)(参考訳 JPO): 第 11 欄脚注 2「ブルネイ、インド、アイルランド、レソト、モザンビーク、ニュージ

ーランド、シンガポール、又は英国を指定する事により、出願人はこれらの国において標章を当該出願にか

かる商標又は役務について同人又は同人の承諾により使用する意思を宣言することとなる。」 
  https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/pdf/madopro0218/form_mm2_sankouyaku.pdf (2019

年 2 月 25 日) 

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/pdf/madopro0218/form_mm2_sankouyaku.pdf
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  なお、国際登録出願の場合、本制度を利用し、連続商標として出願することは

できない。ただし、他国 56において連続商標として出願した商標のうちの一につ

いて国際登録出願を行うことは、実務上、許容されている可能性がある 57。 
  

                                                   
56 英国、オーストラリア、ニュージーランド等においても、同様の制度が存在する。 
57 現地代理人から得た情報による。 
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１５．シンガポール知的財産庁（IPOS）のウェブサイト等から入手可能

な情報 
 
（１）シンガポール商標検索システム（IP2SG） 
 
参照アドレス： https://www.ip2.sg/58 
 
検索手順： 
― 検索手順 1 
 IP2SG のトップページを開き、左中央にある「Search and Enquiry/ eAlert」欄の

「Trade Marks」をクリックする。 
 

 
  

                                                   
58 アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日 

https://www.ip2.sg/
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― 検索手順 2 
 検索方法を以下の 3 種類の中から選択する。 
 ・Fast Search（キーワードによる検索） 
 ・Simple Search（出願番号、出願日、出願人名等による検索） 
 ・Boolean Search（演算子による検索） 
 
 ここでは、「Simple Search」を選択し、「Search Type」である IP をクリックする。 
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 「Search Category」欄の、「Trade Marks」をクリックする。 
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 「Additional Information for Trade Marks」欄にて、検索条件の設定を行う。 
 
 ここでは、例として以下の条件にて検索を行う。 
 ・Form of Application（出願の形式）： All（全て） 
 ・Non-conventional Mark Type（非伝統的商標）： 3-dimensional shape（立体形

状） 
 ・Application Status（出願状況）： Registered（登録） 
 
 人間と機械の判別のため、「Captcha」欄に、表示された文字を入力し、「Search」
ボタンをクリックする。 
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― 検索手順 3 
 条件（ここでは、「3-dimensional shape（立体形状）」かつ「Registered（登録）」）

に該当する登録商標が、「Search」ボタンの下に表示される。 
 また、画面左下に、そのヒット件数（423 件）が表示される。 
 
 各登録商標の上部に表示されている登録番号（Trade Mark No.）をクリックする

と、該当する案件の詳細情報を閲覧することができる。 
 

 
  



- 103 - 

 主な表示項目 
 ・Application Type（出願の種別） 
 ・Trade Mark Type（商標の種別） 
 ・Description of Particular Feature(s) of Mark（標章の特徴の説明） 
 ・Application Date（出願日） 
 ・Date of Completion of Registration Procedure（登録手続完了日） 
 ・Publication Date（公開日） 
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（２）シンガポールにおいて有効な指定商品等を確認するサイト（IP2SG） 
 
参照アドレス： https://www.ip2.sg/59 
 
確認手順： 
― 確認手順 1 
 商標検索と同様、IP2SG のトップページを開き、左中央にある「Search and 
Enquiry/ eAlert」欄の「Trade Marks」をクリックする。 
 

 
  

                                                   
59 アクセス確認: 2019 年 1 月 17 日 

https://www.ip2.sg/
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― 確認手順 2 
 「Simple Search」を選択し、「Search Type」である「Trade Marks 
Classification of Goods or Services（商品又は役務の分類）」をクリックする。 
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― 確認手順 3 
 本画面にて、検索条件（「商品又は役務の分類」と「Source（情報源）」）の設定を行

う。 
 
 「Source（情報源）」の項目では、ASEAN TMclass（ASEAN 商標分類）、IPOS List
（シンガポール知的財産庁（IPOS）によるリスト）、Nice Classification（ニース国

際分類）、TM5 ID List（TM5 パートナー庁 60によるリスト）のうちのいずれかを選

択することもできる。 
 
 ここでは例として、以下の条件にて検索を行う。 
 ・Class No.（分類番号）： 01 
 ・Source（情報源）： All（全て） 
 
 人間と機械の判別のため、「Captcha」欄に、表示された文字を入力し、「Search」
ボタンをクリックする。 
 

 

  

                                                   
60 日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州連合知的財産庁、中国国家知識産権局、韓国特許庁が該当 
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 該当する商品又は役務について、「Search」ボタンの下にアルファベット順で表示

される。 
 また、画面の冒頭左上にヒット件数（3697 件）が表示される。 
 

 

 
以上 


